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昨今の生産資源の入手困難な状況や生産コスト高騰などによる企業（特に製造業）への影響

に対処するため、また中小零細製造企業の発展を支援し、中国工業の経済運営を安定させたい

とする国務院の方策を踏まえて、国家税務総局により 2021年 10月 29 日に公布された「税務

総局公告 2021年第 30号」（以下、略称「公告」）では、2021年 11月 1日より中小零細製造企

業の 2021年第④四半期の一部税金費用の納付時期を延長する旨を規定しています。新型コロ

ナが完全には終息しておらず、新型コロナの対策としてのこれまでの企業優遇政策がほぼ完

了した状況下で、経営環境が芳しくない中小零細企業への追加支援策として打ち出された政

策と思われます。 

  1．中小零細製造企業の認定 

   中小零細製造企業とは「国民経済業種分類」における業種分類が製造業に該当し、年間

売上が 4億元未満の企業を指すものとし、具体的な認定標準は下記表の通り： 

項目 具体的な判断標準 備考

製造業
「国民経済業種分類」における業種が製造業に
該当する

企業が製造業に該当可否について、税務システムで
は自動的に分類されている

小型企業・
零細企業

年間売上 < 2,000万元
（企業所得税上の小型・零細企業の認定標準
と異なり、企業の人数、資産規模は判断標準

ではない）

中型企業 2,000万元≤年間売上< 40,000万元

売上とは増値税課税対象となる売上で（増値税免
税・還付に関する売上、固定資産など資産の処
分による売上及び役務提供による売上を含む）、

自己納税申告の売上及び税務査察による追加納付さ
れた売上を含む。

年間売上の確定方法：
・ 2020年10月1日以前設立された会社：2020年10月-
2021年9月の売上高

・ 2020年10月1日-2021年9月30日に設立された会社：
9月30日までの累計売上高/実際の経営期間（月）×
12ヶ月で算出
・ 2021年10月1日以降設立された会社：初申告の売上

高/実際の経営期間（月）×12ヶ月で算出

           

   

2．納付猶予適用の税目及びその期間 

（1）適用税目 

納付猶予の対象となる税目は 2021 年 10 月、11 月、12 月各月(月次納付)または 2021

年第④四半期分（四半期ごと納付）の企業所得税、個人経営事業の事業所得としての個

人所得税（※）、国内増値税、国内消費税及び附加税費用である都市維持建設税、教育費

附加、地方教育附加で、税務局に発票発行代行を申請する税金費用は含まない。 



注記：*個人所得税：本公告における納付期限の猶予対象となる個人所得税は個人経営者

である「個体工商戸」の所得に対する個人所得税で、企業が社員のために源泉徴収

した給与・賃金に係る個人所得税は対象外。また、中国境外に支払ったサービス費

等に係る源泉企業所得税、増値税などの税金は源泉徴収された税金としての取扱い

となり対象外。 

（2）納付猶予期間及び納付方式 

企業類別 納付猶予期間 備考

小型・零細

製造企業

上記（1）の各税目の

全額について3ヶ月間納税猶予が

できる

例:11月に申告する10月分の増値税（月次申告）45万

元について、納税が猶予され、ゼロ申告を行い、2022

年2月に1月分の増値税と一緒に申告・納付する。

中型製造企業
上記（1）の各税目の、
税金の50%部分について3ヶ月間納

税猶予ができる

例：2022年1月に申告する2021年第④四半期分の企

業所得税（四半期ごと申告）100万元のうち2022年1月
の申告時にはその50%が納税猶予され、50万元のみ

を申告納付し、残りの50%は2022年4月初に2022年第
①四半期分の企業所得税と一緒に申告・納付する

（2022年4月の納税申告期限前に会社は2021年度の
企業所得税確定申告を行う場合、猶予納付税額が納

付済み税金と見なすことができるかどうかについて、
現段階では明記されていない）

      

3．必要な手続き及び影響 

税務当局は本政策に基づき電子税務システムデータを更新しており、申告実績のある該

当企業については自動的に「小型・零細製造企業」または「中型製造企業」に分類されて

いますが、申告実績がない新設製造企業については、営業期間の売上高を上記 1.の基準に

あてはめて、該当するか否かを自ら判断する必要があります。システムの自動分類または

自己の判断により、「小型・零細製造企業」、「中型製造企業」に該当する場合には、申告時

にシステム上で優遇政策を「享受する」または「享受しない」を選択し、「享受」を選択し

た場合には、自動的に 3ヶ月納税猶予ができ、「享受しない」を選択した場合には、当該優

遇政策を享受しない理由を明記する必要があります。 

今回の納税猶予政策には複雑な申請手続きは必要ないこと、納付期限を猶予された税金

は本来の納付期限に「納付済み」と見なされることから、当該政策を適用したことについ

て、税務信用、税務事項の取り扱いに不利益を及ぼすことはありません。また税金費用の

納付時期の繰延により資金繰りに多少の余裕を持たせることができることになります。 
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